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 東京都労働委員会は６月７日に、「八王子駅パンフ配布処分事件」において
JR東日本会社の行為を「正当な労働組合活動に対する不利益扱い・組合活動
を不当に制限するもの」であるとし、不当労働行為と認定、会社に対し命令書
を交付しました。ですが、会社は八王子地本との団体交渉の回答で、「中央労働
委員会に再審査申立てを行ったところであり、当該命令が確定しているもので
はない。」との理由で未だに全部救済命令を履行していません。
しかし、中央労働委員会のホームページには以下の記載があります。

つまり、会社の理由は全く理由にならず、明確な法令違反です。会社は社員に
対しコンプライアンスを遵守するよう指導していますが、ならば会社自身が直ち
に全部救済命令を履行すべきです！
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